
鳥取県外国人活躍促進企業支援補助⾦
のご案内（令和6年度）
県内の企業や業界団体等が⾏う、外国人労働者のための
日本語学習支援や働きやすい社内環境整備へ助成します︕

①、②の事業に対して県が支援します。
①日本語学習支援事業

外国人労働者の⽇本語能⼒向上を目的に実施する事業
＜例＞・⽇本語学習会の開催

・外国人労働者の⽇本語学習のための学習教材購入 など

②働きやすい社内環境整備事業
外国人労働者が働きやすい社内環境整備を目的に実施する事業
＜例＞・業務マニュアルや安全表⽰看板などの翻訳

・業務で使用する専門用語語彙リストの作成
・外国人労働者指導のための講習受講 など

【補助率】1/2
【補助上限額】300千円／１事業者

（複数の事業所の外国人労働者を対象とした事業を実施する場合）
500千円／１事業者

【補助対象事業者】
・県内事業所で外国人を受け入れている県内事業者（農林水産業者、

個人事業主等を含む）
・県内に事業所を有する業界団体及び監理支援機関

R5までの補助⾦との変更点
・補助対象事業ごとの補助上限額を撤廃し、補助上限額を増額しました。
・特に人⼿不⾜の分野で外国人材の活用が進むように、業界団体の取組も⽀援

することとし、補助対象事業者に追加しました。
・⽇本語学習会の開催を外部委託できるようにしました。
・⽇本語学習教材費の購入について、⾒本以外の購入も補助対象にしました。
・外国人労働者指導のための講習受講では、申請時に受講⽇の具体的な記載は

不要としました。



【補助⾦事務の流れ】

項目 実施者 時期 内容・注意事項等

①補助⾦交付申請書提出 申請者 事業実施前
事業開始⽇までに交付決定を受けられるように補助⾦交
付申請書、事業計画書、収支予算書を作成し、県雇
用・働き方政策課へ提出してください。

②補助⾦交付決定 県 ①の受付後30⽇以内
提出された書類を県雇用・働き方政策課で審査し、交付
決定（⼜は不決定）します。

③補助⾦事業の実施 申請者
交付決定後〜
令和7年2月28⽇

交付決定後に、事業を開始してください。
※交付決定前の契約・支出案件は補助対象外です。

④補助⾦実績報告書提出 申請者

事業終了後20⽇を経
過する⽇まで⼜は令和
7年3月10⽇のいずれ
か早い⽇

事業が完了したら、補助⾦実績報告書、事業報告書、
収支決算書、口座振込依頼書（※）を作成し、支出の
根拠書類（領収書の写し等）を添えて、県雇用・働き方
政策課へ提出してください。
※ 債権者登録口座への振込希望の場合は、その旨連絡。

⑤補助⾦額の確定 県
④の受領・審査後、速
やかに

提出された実績報告書を県雇用・働き方政策課で審査し、
補助⾦額を確定します。

⑥補助⾦支払 県
確定通知送付から２
週間程度 補助⾦を口座に振り込みます。

【提出・問合せ先】
鳥取県 商工労働部 雇用人材局 雇用・働き方政策課 障がい者・外国人就労支援室
〒680-8570 鳥取市東町1-220

電話︓0857-26-7699 ファクシミリ︓0857-26-8169
電⼦メール︓koyou-hataraki@pref.tottori.lg.jp

※交付決定前に契約、⽀払いなどをしていた経費については補助⾦を交付できませんので、
計画を⽴てたら早めに申請してください。事業期間は令和7年2月28⽇までです。

※消費税分は補助対象経費となりませんので、申請額・報告額は税抜きの額で記載してください。
※補助⾦は精算払します。
※実績報告書を提出いただく際に、⽀出が分かる書類（領収書の写し等）の添付が必要ですので、

事業に関する領収書等は必ず保管しておいてください。

【書類の提出先】

○メール・郵送・持参の場合･･･以下の【提出・問合せ先】へ必要書類を提出してください。

＊以下のいずれかの方法で提出してください。

【補助⾦申請にあたっての留意事項】

【提出書類】
提出書類は県公式ウェブサイト（https://www.pref.tottori.lg.jp/291779.htm）から
ダウンロードしてください。

○電⼦申請の場合･･･とっとり電子申請サービスのフォームから必要書類を提出してください。
（提出書類を掲載しているウェブページ↑にリンクを掲載しています。）

R6.3作成


